
 

この夏は、パリオリンピックが開催されました。多くの感動を届けてくれましたが、あと１ポイント

が遠かった男子バレーボールのイタリア戦。幾度のマッチポイントからの逆転負けは、悔しさの残るワ

ンシーンです。中学校の運動部では、７月に長生郡市総合体育大会が行われ、県大会、全国大会へと勝

ち進んだ生徒もいます。吹奏楽部は８月に千葉県吹奏楽コンクールに出場。これで、３年生は最後の大

会を終え、部活動から引退ということになりました。最後の競技や演奏を終えたとき、３年間やり遂げ

た満足感、友や顧問の先生、そして、家族への感謝の気持ちがわいたことと思います。しかし、大会や

コンクールで悔しい思いをした生徒もたくさんいることと思います。部活動では、達成感や悔しさは次

の目標への原動力となり、子どもたちを成長させてくれます。そんな部活動を次世代へ引き継いでいく

ためにも、休日の学校部活動を地域へ引き継ぎ、将来にわたって持続可能な部活動を目指していきます。 

 

 

 

さて、茂原市の部活動地域移行ですが、７月３１日に、今年度第１回目の「茂原市学校部活動地域移

行推進協議会」を開催しました。その内容をお知らせします。 

＜令和６年度の学校部活動地域移行のスケジュール＞ 

月 柔道部 バレーボール部 備 考 

R6.3月 
休日の学校部活動地域移行開始 

（学校と地域クラブ並立） 
 

学校か地域ク 

ラブかを選択 

4,5月 各種説明会（新入生・保護者・関係機関等）  

5月 地域クラブ向け説明会（全部活動）  

8月 柔道部見学会の実施  原則１年生 

9月 柔道部地域移行完全実施   

10月 
 

地域クラブの公募(予定)  

12月  地域クラブの見学会の実施(予定)  

R7.3月  
休日の学校部活動地域移行開始

（学校と地域クラブ並立） 

人数枠が不足の場

合は再募集 

＜部活動地域移行推進上の課題＞ 

〇最も大きな課題は、指導者不足   ⇒ ・学校部活動地域移行のさらなる周知 

                    ・保護者と連携による地域クラブの設立 

                    ・人材バンクや情報登録制度の活用  

                    ・地域クラブや団体とのさらなる連携強化 

〇休日の練習試合や各種大会への参加 ⇒ ・小中体連以外の土日の大会参加が教育委員会承認で参

加可能に（特例の新設：今までの基本方針の変更） 

 

休日の中学校部活動地域移行 

 
＜第５号＞ 

令和６年９月５日発行 

茂原市教育委員会教育部 

学校教育課  ２０－１５５８ 
生涯学習課  ２０－１５５９ 
体育課   ２０－１５７５ 

これ以降、柔道部の休日の学

校部活動は、原則実施しない 



指導者不足の解消のために、以下のような取り組みを行っていきます。  

 

 

 

 

現在、学校での説明会や関係機関での説明会、また、「地域移行だより」等の自治会回覧によって、休

日の学校部活動の地域移行についての周知を図っているところですが、さらに、住所等のご登録をいた

だいた方にはより詳細な情報をお届けしようという制度をスタートします。 

登録用紙の入手は、  ①自治会回覧チラシをコピー 

           ②体育課（市役所９階）または市民体育館の窓口で入手 

           ③体育課のウエブページからダウンロード（右 QRコード） 

登録は、       ①体育課（市役所９階）または市民体育館の窓口へ 

            ②電話（２０－１５７５）または、FAX（２０－１６０７） 

           ③メールで体育課へ   体育課（taiiku@city.mobara.chiba.jp） 

＜お伝えする情報＞ 

 〇「地域移行だより」 

（年間３回発行予定、「推進協議会」の内容報告等） 

           〇部活動地域移行の進捗状況及び取組状況、今後の予定 

           〇学校顧問と地域クラブの合同会議の開催日程、案内 

           〇茂原市内の中学校部活動の状況 

           〇部活動地域移行の地域クラブ公募や見学会の情報  等 

 

 

 

学校部活動地域移行にあたって、地域クラブ（保護者会を含む）立ち上げのための手引を作成しまし

た。興味をお持ちの方にはお渡しいたしますので、市役所９階の体育課までお越しください。 

 

基本的な方針の変更について協議し、その後決定しました。 

 

 

基本方針の大きな変更となりますが、令和６年度７年度に限った措置として、休日の部活動に関して、

シード権獲得のための大会等、学校が申請をして教育委員会が認めた場合に限って中学校としての参加

を認めることとなりました。このことによって、休日の大会すべてに申請をすれば出られるというわけ

ではありません。しかし、今までは、完全移行後の大会の参加については、小中学校体育連盟主催のも

のに限るとしていたところが大きな変更となります。（柔道部とバレーボール部が該当します。） 

 

 

休日の学校部活動の地域移行に関するお問い合わせは、体育課まで 
休日の学校部活動地域移行について、「なんだかよくわからないなあ」とか「これからどう変わる 

の」とか、疑問にお答えしますので、体育課（20-1575）にご連絡ください。説明にもお伺いします。 

 

部活動地域移行の情報発信登録制度 

ぜひご登録を！ 

「地域クラブ設立の手引」の配布 

mailto:taiiku@city.mobara.chiba.jp

